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個
人
年
金
保
険
と
は
、
個
人
が
老
後
の
年

金
を
目
的
と
し
て
加
入
す
る
保
険
で
す
。
一

時
払
い
、
ま
た
は
毎
回
所
定
の
保
険
料
を
払

い
込
み
、
一
定
期
間
後
に
年
金
と
し
て
受
け

取
り
ま
す
。

公
的
年
金
だ
け
で
は
不
足
す
る
退
職
後
の

生
活
費
の
カ
バ
ー
や
、
老
後
生
活
に
ゆ
と
り

を
持
た
せ
る
た
め
の
手
段
と
し
て
活
用
さ
れ

て
い
ま
す
。

年
金
の
受
取
り
方
法
の
い
ろ
い
ろ

年
金
の
受
取
り
方
法
と
し
て
は
、
終
身
年

金
、
夫
婦
年
金
、
確
定
年
金
、
有
期
年
金

な
ど
が
あ
り
ま
す
（
図
表
１
参
照
）。
年
金

原
資
を
ま
と
め
て
一
括
で
受
け
取
る
こ
と
も

で
き
ま
す
。

①
終
身
年
金

生
き
て
い
る
限
り
一
生
涯
に
わ
た
っ
て
年

金
を
受
け
取
れ
る
タ
イ
プ
で
す
。
早
く
亡
く

な
っ
て
し
ま
っ
た
人
の
年
金
原
資
が
、
長
生

き
し
た
人
の
年
金
に
回
る
と
い
う
仕
組
み
に

な
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
長
生
き
す
る
ほ

ど
得
に
な
る
年
金
で
す
。

た
だ
し
早
く
亡
く
な
っ
て
し
ま
う
と
、
少

し
し
か
年
金
が
も
ら
え
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、

一
〇
年
あ
る
い
は
一
五
年
と
い
っ
た
保
証
期

間
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
間
に
亡
く

な
っ
た
場
合
は
、
残
り
の
保
証
期
間
に
対
応

す
る
年
金
ま
た
は
一
時
金
が
遺
族
に
支
払
わ

れ
ま
す
。

終
身
の
年
金
支
払
い
が
約
束
さ
れ
て
い
る

の
で
安
心
感
は
高
い
の
で
す
が
、
確
定
年
金

な
ど
に
比
べ
れ
ば
保
険
料
は
か
な
り
高
め
で

す
。
ま
た
女
性
の
ほ
う
が
男
性
よ
り
平
均
余

命
が
長
い
（
＝
年
金
の
受
取
り
期
間
が
長
い
）

の
で
、
女
性
の
ほ
う
が
保
険
料
が
高
く
な
っ

て
い
ま
す
。

②
夫
婦
年
金

夫
婦
の
ど
ち
ら
か
が
生
き
て
い
る
限
り
年

金
を
受
け
取
れ
る
タ
イ
プ
で
す
。

二
人
と
も
生
き
て
い
る
間
は
、
第
一
被
保

険
者
（
通
常
は
夫
）
に
年
金
が
支
払
わ
れ
、

金融商品との付き合い方（第6回）
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第
一
被
保
険
者
が
死
亡
し
た
後
は
第
二
被
保

険
者
に
年
金
が
支
払
わ
れ
ま
す
。
配
偶
者
が

先
に
死
亡
す
れ
ば
、
第
一
被
保
険
者
が
死
亡

し
た
時
点
で
年
金
支
払
い
は
終
了
し
ま
す
。

た
だ
し
保
証
期
間
が
付
い
て
い
る
た
め
、
夫

婦
二
人
と
も
保
証
期
間
内
に
死
亡
し
た
場
合

は
、
遺
族
に
残
額
が
支
払
わ
れ
ま
す
。

一
つ
の
契
約
で
済
む
た
め
、
夫
婦
そ
れ
ぞ

れ
が
個
人
年
金
保
険
に
加
入
す
る
よ
り
保
険

料
負
担
は
少
な
く
な
り
ま
す
。
し
か
し
終
身

年
金
タ
イ
プ
の
う
え
、
二
人
の
年
金
を
保
障

す
る
の
で
保
険
料
負
担
は
か
な
り
重
く
な
り

ま
す
。

③
確
定
年
金

生
死
に
関
係
な
く
、
契
約
時
に
定
め
た

一
定
期
間
（
一
般
的
に
は
五
年
、
一
〇
年
、

一
五
年
）、年
金
を
受
け
取
れ
る
タ
イ
プ
で
す
。

受
取
期
間
が
終
わ
れ
ば
年
金
支
払
い
も
終
了

し
ま
す
。

受
取
期
間
中
に
死
亡
し
た
場
合
は
、
残
り

の
期
間
に
対
応
す
る
年
金
ま
た
は
一
時
金
が

遺
族
に
支
払
わ
れ
ま
す
。

公
的
年
金
が
全
額
支
給
さ
れ
る
ま
で
の

六
〇
歳
代
前
半
の
つ
な
ぎ
年
金
と
し
て
、
あ

る
い
は
老
後
生
活
に
ゆ
と
り
を
持
た
せ
る
た

め
の
手
段
な
ど
と
し
て
活
用
で
き
ま
す
。

④
有
期
年
金

確
定
年
金
と
同
じ
よ
う
に
、
一
定
期
間
だ

け
年
金
が
受
け
取
れ
る
タ
イ
プ
で
す
。
た
だ

し
有
期
年
金
は
、
受
取
り
期
間
中
に
生
存
し

て
い
る
こ
と
が
条
件
で
す
。

被
保
険
者
（
年
金
保
険
が
か
け
ら
れ
て
い

る
人
）
が
死
亡
し
た
場
合
は
、
そ
の
時
点
で

年
金
の
支
払
い
は
終
了
し
ま
す
。
た
だ
し
保

証
期
間
が
付
い
て
い
た
り
、
年
金
原
資
か
ら

既
に
支
払
わ
れ
た
年
金
額
を
差
し
引
い
た
金

額
相
当
が
遺
族
に
支
払
わ
れ
ま
す
。

確
定
年
金
に
比
べ
れ
ば
有
期
年
金
の
ほ
う

が
保
険
料
が
安
い
の
で
、
特
に
家
族
に
年
金

を
残
さ
な
く
て
も
よ
い
人
は
選
択
肢
に
な
り

ま
す
。

年
金
額
の
決
め
方

個
人
年
金
保
険
に
は
、
受
け
取
る
年
金
額

が
契
約
期
間
中
変
わ
ら
な
い
「
定
額
型
」
と
、

一
定
額
ず
つ
年
金
額
が
増
え
て
い
く
「
逓
増

型
」
が
あ
り
ま
す
。

逓
増
型
の
ほ
う
が
物
価
上
昇
に
も
対
応
で

き
る
と
い
う
安
心
感
が
あ
り
ま
す
が
、
初
年

度
の
年
金
額
を
同
じ
に
す
る
と
、
逓
増
型
の

ほ
う
が
定
額
型
に
比
べ
て
保
険
料
は
か
な
り

高
め
に
な
り
ま
す
。

ま
た
、
年
金
受
取
り
期
間
の
当
初
数
年
間

（
た
と
え
ば
五
年
間
）
の
年
金
額
を
厚
く
し

た
「
前
厚
型
」
と
い
う
タ
イ
プ
も
あ
り
ま
す
。

定
額
年
金
と
投
資
型
年
金

個
人
年
金
保
険
に
は
、
契
約
し
た
時
点

で
将
来
の
年
金
額
が
決
ま
る
「
定
額
年
金
保

険
」
と
、
運
用
実
績
に
よ
っ
て
年
金
額
が
変

動
す
る
「
投
資
型
年
金
保
険
」
と
が
あ
り
ま

す
。
投
資
型
年
金
保
険
は「
変
額
年
金
保
険
」

と
も
い
い
ま
す
（
図
表
２
参
照
）。

定
額
年
金
保
険
で
は
、
契
約
者
が
払
い
込

ん
だ
保
険
料
を
保
険
会
社
が
一
定
の
利
率
で

運
用
し
、
約
束
さ
れ
た
年
金
額
が
支
払
わ
れ

ま
す
。
円
建
て
と
外
貨
建
て
の
二
種
類
が
あ

り
ま
す
。
一
方
、
投
資
型
年
金
保
険
で
は
、

契
約
者
が
運
用
方
法
を
選
び
、
そ
の
運
用
実

績
に
応
じ
た
年
金
額
を
受
け
取
り
ま
す
。

円
建
て
定
額
年
金
の
魅
力
と
限
界

円
建
て
の
定
額
年
金
保
険
は
、
契
約
し
た

時
点
で
将
来
受
け
取
れ
る
年
金
額
を
確
定
で

き
る
の
で
、
老
後
の
生
活
設
計
に
使
い
や
す

図表1　年金受取り期間のタイプ

一生涯タイプ

終身年金

一定期間タイプ

夫婦年金

確定年金

有期年金

年金受取り期間

図表2　個人年金保険の種類

定額年金保険

円建て

投資型年金保険（変額年金保険）

外貨建て

個人年金保険
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い
商
品
で
す
。

た
だ
し
、
安
心
感
は
高
い
も
の
の
、
円
建

て
で
確
実
に
運
用
す
る
の
で
、
現
状
で
は
ど

う
し
て
も
高
い
金
利
で
運
用
で
き
ま
せ
ん
。

こ
の
た
め
利
回
り
的
に
み
た
場
合
、
魅
力
に

欠
け
て
し
ま
い
ま
す
。
具
体
的
に
見
て
み
ま

し
ょ
う
。

図
表
３
は
、
あ
る
大
手
生
命
保
険
会
社

で
一
〇
年
確
定
年
金
に
加
入
し
た
場
合
の
契

約
例
で
す
。
六
〇
歳
か
ら
年
額
七
二
万
円
の

年
金
（
一
〇
年
間
の
合
計
受
取
り
金
額
は

七
二
〇
万
円
）
を
受
け
取
る
た
め
に
、
月
払

い
で
六
〇
歳
ま
で
保
険
料
を
払
い
込
ん
で
い

く
と
、
四
〇
歳
の
男
性
が
契
約
し
た
場
合
で

毎
月
の
保
険
料
は
約
二
万
七
〇
〇
〇
円
と
な

り
、
六
〇
歳
時
ま
で
の
二
〇
年
間
の
総
払
込

み
保
険
料
は
約
六
四
六
万
円
に
な
り
ま
す
。

ち
な
み
に
、
こ
の
契
約
例
で
六
〇
歳
時
に

一
括
で
年
金
を
受
け
取
る
と
す
る
と
、
男
女

と
も
受
取
り
金
額
は
約
六
七
六
万
円
に
な
り

ま
す
。
六
〇
歳
時
で
一
括
で
受
け
取
っ
た
場

合
の
積
立
利
率
を
計
算
し
て
み
る
と
、
契
約

年
齢
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
が
、
お
お
む
ね

年
〇
・
四
五
％
〜
〇
・
七
％
程
度
の
金
利
で
積

み
立
て
た
の
と
同
じ
結
果
に
な
り
ま
す
。

ま
た
、
郵
便
局
の
か
ん
ぽ
生
命
保
険
で
、

六
〇
歳
か
ら
一
〇
年
間
に
わ
た
っ
て
年
額

七
二
万
円
の
年
金
を
受
け
取
れ
る
保
険
に
、

六
〇
歳
時
に
一
時
払
い
で
加
入
し
た
と
す
る

と
（
＝
即
時
定
期
年
金
保
険
に
加
入
）、
そ

の
保
険
料
は
男
女
と
も
に
約
七
〇
五
万
円
に

な
り
ま
す
。
一
〇
年
間
で
受
け
取
れ
る
年
金

総
額
は
七
二
〇
万
円
で
す
か
ら
、
や
は
り
利

回
り
は
低
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

次
に
終
身
年
金
に
つ
い
て
見
て
み
ま
し
ょ

う
。
図
表
４
は
全
労
済
の
終
身
年
金
に
加
入

し
た
場
合
の
契
約
例
で
す
。
や
は
り
六
〇
歳

か
ら
年
額
七
二
万
円
の
年
金
を
受
け
取
る
た

め
に
必
要
な
毎
月
の
掛
金
（
＝
保
険
料
）
を

載
せ
て
い
ま
す
。

こ
れ
を
見
る
と
、
た
と
え
ば
男
性
が
五
〇

歳
で
加
入
し
た
と
す
る
と
、
六
〇
歳
ま
で

の
掛
金
総
額
は
約
一
五
一
五
万
円
に
も

な
り
ま
す
。
二
一
年
間
の
受
取
り
総
額
が

一
五
一
二
万
円（
＝
七
二
万
円
×
二
一
年
間
）

で
す
か
ら
、
八
〇
歳
ま
で
生
き
て
、
ほ
ぼ
ト

ン
ト
ン
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

五
〇
歳
の
女
性
が
加
入
し
た
と
す
る
と
、

六
〇
歳
ま
で
の
掛
金
総
額
は
約
一
七
八
七
万

円
に
も
な
り
ま
す
。
二
五
年
間
の
受
取
り
総

額
が
一
八
〇
〇
万
円
（
＝
七
二
万
円
×
二
五

年
間
）
で
す
か
ら
、
八
四
歳
ま
で
生
き
て
ほ

ぼ
ト
ン
ト
ン
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
れ
以
上
長
生
き
で
き
れ
ば
、
掛
金
以

上
の
年
金
を
受
け
取
れ
ま
す
が
、
こ
の
前
に

亡
く
な
っ
て
し
ま
う
と
掛
金
以
下
の
年
金
し

か
受
け
取
れ
ま
せ
ん
。
掲
載
し
た
加
入
例
で

は
、
い
ず
れ
も
一
五
年
間
の
保
証
期
間
が
あ

り
ま
す
が
、
保
証
期
間
内
の
受
取
り
金
額

は
一
〇
八
〇
万
円
に
過
ぎ
な
い
の
で
、
保
証

期
間
中
に
亡
く
な
っ
て
し
ま
う
と
、
ま
っ
た

く
元
は
取
り
返
せ
ま
せ
ん
。
ち
な
み
に
現
在

五
〇
歳
の
人
の
平
均
余
命
は
、
平
成
一
九

年
「
簡
易
生
命
表
」
に
よ
る
と
、
男
性
が

三
一
・
一
五
年
、
女
性
が
三
七
・
二
七
年
な
の

で
、
平
均
す
れ
ば
男
性
は
八
一
歳
、
女
性
は

八
七
歳
程
度
ま
で
生
き
る
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。

同
じ
契
約
例
で
、
六
〇
歳
の
男
性
が
た
と

え
ば
退
職
金
で
全
労
済
の
終
身
年
金
に
一
時

払
い
で
加
入
し
、
六
〇
歳
か
ら
終
身
に
わ
た

っ
て
年
額
七
二
万
円
の
年
金
を
受
け
取
る
た

め
に
必
要
な
掛
金
は
約
一
六
二
〇
万
円
に
な

り
ま
す
。
女
性
の
場
合
だ
と
約
一
九
三
六
万

円
に
も
な
り
ま
す
。
こ
の
場
合
、
男
性
は
お

お
む
ね
八
二
歳
以
上
、
女
性
は
八
六
歳
以
上

ま
で
生
き
て
元
が
取
り
返
せ
ま
す
。
ち
な
み

に
現
在
六
〇
歳
の
人
の
平
均
余
命
は
男
性
が

二
二
・
五
四
年
、
女
性
が
二
八
・
〇
六
年
な
の

で
、
平
均
す
れ
ば
男
性
は
八
三
歳
、
女
性
は

八
八
歳
程
度
ま
で
生
き
る
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
終
身
年
金
は
よ
ほ
ど

長
生
き
に
自
信
が
な
け
れ
ば
割
に
合
わ
な
い

年
金
保
険
だ
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

外
貨
建
て
年
金
保
険
と
は

こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
円
建
て

定
額
年
金
保
険
は
利
回
り
的
に
魅
力
に
欠
け

る
た
め
に
、
近
年
は
、
高
い
利
回
り
が
期
待

で
き
る
外
貨
建
て
定
額
年
金
保
険
や
投
資
型

年
金
保
険
が
注
目
を
集
め
て
い
ま
す
。

こ
の
う
ち
外
貨
建
て
定
額
年
金
保
険
と
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は
、
米
ド
ル
や
ユ
ー
ロ
、
豪
ド
ル
な
ど
外
貨

建
て
で
運
用
さ
れ
る
年
金
保
険
を
い
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
主
に
銀
行
の
窓
口
販
売
で
売
ら
れ

て
き
ま
し
た
が
、
外
貨
預
金
に
比
べ
れ
ば
、

外
貨
建
て
年
金
保
険
の
ほ
う
が
表
示
さ
れ
て

い
る
金
利
が
高
く
、
長
期
運
用
が
可
能
な
の

で
、
外
貨
ベ
ー
ス
で
安
全
確
実
に
長
期
運
用

し
た
い
と
い
う
ニ
ー
ズ
に
応
え
ら
れ
る
商
品
で

す
。商

品
内
容
は
保
険
会
社
に
よ
っ
て
、
ま
た

商
品
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
が
、
外
貨
預
金

な
ど
の
外
貨
で
保
険
料
を
払
い
込
み
（
一
時

払
い
が
一
般
的
で
す
）、そ
の
後
、三
年
、五
年
、

七
年
、
一
〇
年
と
い
っ
た
自
分
自
身
で
選
択

し
た
期
間
だ
け
お
金
を
据
え
置
き
、据
置
（
運

用
）
期
間
後
に
、
年
金
も
外
貨
建
て
で
受
け

取
る
と
い
う
の
が
基
本
的
な
商
品
内
容
で
す
。

手
元
に
外
貨
を
保
有
し
て
い
な
く
て
も
、

円
入
金
特
約
を
付
け
れ
ば
円
建
て
で
保
険
料

を
払
い
込
み
、
そ
れ
を
外
貨
に
換
え
る
こ
と

に
よ
っ
て
契
約
で
き
ま
す
。
ま
た
年
金
も
円

支
払
い
特
約
を
付
け
れ
ば
、
円
建
て
で
受
け

取
れ
ま
す
。

運
用
は
主
に
外
貨
建
て
の
債
券
で
行
わ
れ

ま
す
。
米
国
や
ユ
ー
ロ
圏
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ

ア
な
ど
の
債
券
の
金
利
は
日
本
よ
り
高
い
の

で
、
円
建
て
の
年
金
保
険
に
比
べ
て
高
い
積

立
利
率
を
設
定
で
き
る
の
が
ポ
イ
ン
ト
で
す
。

多
く
の
商
品
が
、
契
約
時
に
約
束
さ
れ
た

利
率
が
据
置
（
運
用
）
期
間
終
了
時
ま
で

適
用
さ
れ
続
け
る
固
定
金
利
タ
イ
プ
な
の
で
、

契
約
し
た
時
点
で
将
来
受
け
取
れ
る
年
金
原

資
額
を
外
貨
ベ
ー
ス
で
確
定
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
保
険
料
を
何
％
で
運
用
す
る
か

と
い
う
利
率
は
、
金
融
市
場
の
動
向
を
基
に

定
期
的
に
見
直
さ
れ
て
い
ま
す
。

年
金
は
確
定
年
金
や
終
身
年
金
な
ど
で
受

け
取
れ
る
ほ
か
、
一
時
金
と
し
て
一
括
で
受

け
取
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

為
替
リ
ス
ク
に
注
意

外
貨
建
て
年
金
保
険
は
外
貨
建
て
の
商
品

な
の
で
、
円
建
て
で
保
険
料
を
払
い
込
み
、

円
建
て
で
年
金
を
受
け
取
る
場
合
に
は
為
替

相
場
の
影
響
を
強
く
受
け
ま
す
。
円
高
が
進

む
と
円
ベ
ー
ス
で
元
本
割
れ
す
る
こ
と
も
あ

り
得
ま
す
。

仮
に
年
金
受
取
り
開
始
時
に
円
高
が
進
ん

で
い
て
、
そ
の
時
点
の
為
替
レ
ー
ト
で
円
に

戻
し
た
く
な
い
場
合
は
、
外
貨
建
て
で
年
金

を
受
け
取
り
円
安
を
待
つ
か
、
年
金
支
払
い

開
始
日
を
商
品
に
よ
っ
て
は
繰
り
延
べ
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
た
と
え
ば
最
長
一
年
間
、

図表3　10年確定年金の保険料例
大手生命保険会社の契約例
…年金年額72万円　60歳払込み満了　60歳年金開始　月払い
　10年間の合計受取り金額＝72万円×10年間＝720万円

契約年齢
男性 女性

月払い保険料 総払込み保険料 月払い保険料 総払込み保険料

30歳 16,898円 約608万円 16,869円 約607万円

35歳 20,901円 約627万円 20,872円 約626万円

40歳 26,935円 約646万円 26,906円 約645万円

図表4　終身年金の保険料例
全労済の「ねんきん共済（終身基本プラン・定額型）」の契約例
…年金年額72万円　60歳払込み満了　60歳年金開始　月払い
　保証期間15年（保証期間内の合計受取り金額＝72万円×15年＝1,080万円）

加入年齢
男性 女性

月払い掛金 総払込み掛金 月払い掛金 総払込み掛金

30歳 36,840円 約1,326万円 43,320円 約1,560万円

35歳 45,720円 約1,372万円 53,760円 約1,613万円

40歳 59,040円 約1,417万円 69,540円 約1,669万円

45歳 81,420円 約1,466万円 95,940円 約1,727万円

50歳 126,240円 約1,515万円 148,900円 約1,787万円
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年
金
支
払
い
開
始
日
を
延
長
で
き
る
商
品
が

あ
り
ま
す
。
こ
の
間
は
据
置
（
運
用
）
期
間

中
と
は
別
の
利
率
で
運
用
が
継
続
さ
れ
、
希

望
す
れ
ば
い
つ
で
も
年
金
受
取
り
の
開
始
が

で
き
ま
す
。

ま
た
据
置
（
運
用
）
期
間
そ
の
も
の
を
最

長
四
〇
年
間
か
つ
九
〇
歳
ま
で
延
長
で
き
る

と
い
う
商
品
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
場
合
、
期

間
延
長
時
の
新
し
い
利
率
が
、
そ
の
後
の
一

定
期
間
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

外
債
投
資
と
の
比
較
が
大
事

外
貨
建
て
年
金
保
険
は
仕
組
み
と
し
て
は

保
険
商
品
で
す
が
、
保
険
と
し
て
の
死
亡
保

障
は
あ
ま
り
あ
り
ま
せ
ん
。
実
態
と
し
て
は

外
貨
建
て
の
金
利
商
品
に
近
い
と
見
な
す
こ

と
が
で
き
ま
す
。
そ
の
際
、
外
貨
建
て
年
金

保
険
で
は
保
険
料
を
主
に
外
国
債
券
で
運
用

し
、
そ
の
成
果
を
年
金
あ
る
い
は
一
時
金
と

い
う
形
で
還
元
し
ま
す
。
し
た
が
っ
て
外
国

債
券
で
直
接
運
用
す
る
場
合
と
、
外
貨
建
て

年
金
保
険
で
運
用
す
る
場
合
と
で
、
ど
ち
ら

が
有
利
に
運
用
で
き
る
か
が
選
択
に
あ
た
っ

て
大
事
な
ポ
イ
ン
ト
に
な
り
ま
す
。

こ
の
と
き
注
意
す
べ
き
な
の
が
、
外
貨
建

て
年
金
保
険
の
積
立
利
率
と
実
質
利
回
り
の

違
い
で
す
（
図
表
５
参
照
）。

た
と
え
ば
、あ
る
商
品
で
は
、据
置
（
運
用
）

期
間
を
一
〇
年
と
す
る
と
、
契
約
時
に
一
時

払
い
保
険
料
の
八
％
が
契
約
時
費
用
と
し
て

差
し
引
か
れ
、
保
険
料
の
九
二
％
が
契
約
時

の
積
立
金
に
な
り
ま
す
。
こ
の
積
立
金
が
契

約
時
に
決
め
ら
れ
た
積
立
利
率
で
運
用
さ
れ

て
い
き
ま
す
が
、
実
際
に
払
い
込
ん
だ
保
険

料
に
対
す
る
実
質
利
回
り
は
積
立
利
率
よ
り

低
く
な
り
ま
す
。
当
然
な
が
ら
、
大
事
な
の

は
実
質
利
回
り
で
す
。

ま
た
外
国
債
券
と
外
貨
建
て
年
金
保
険
と

で
は
税
金
の
扱
い
が
異
な
る
の
で
、
手
取
り

ベ
ー
ス
で
ど
ち
ら
が
有
利
に
な
る
か
と
い
う
判

断
も
大
事
で
す
。

こ
う
し
た
点
に
つ
い
て
、
し
っ
か
り
と
ア

ド
バ
イ
ス
し
て
く
れ
る
窓
口
で
購
入
を
検
討

す
べ
き
で
す
。

投
資
型
年
金
保
険
と
は

投
資
型
年
金
保
険
は
変
額
年
金
保
険
と

も
い
い
、
運
用
実
績
に
よ
っ
て
年
金
額
が
変

わ
る
保
険
で
す
。
一
般
的
に
は
、
一
〇
〇
万

〜
三
〇
〇
万
円
以
上
の
保
険
料
を
一
時
払
い

し
、契
約
者
が
選
ん
だ
特
別
勘
定（
フ
ァ
ン
ド
）

で
一
〇
年
以
上
運
用
し
ま
す
。
運
用
期
間
が

終
了
す
る
と
、
確
定
年
金
や
終
身
年
金
な
ど

と
し
て
受
け
取
り
ま
す
が
、
年
金
原
資
を
一

括
で
受
け
取
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

特
別
勘
定
と
し
て
各
種
の
投
資
信
託
が
用

意
さ
れ
て
お
り
、
複
数
の
特
別
勘
定
の
中
か

ら
契
約
者
が
運
用
先
を
選
び
ま
す
。
こ
の
運

用
が
う
ま
く
い
け
ば
多
く
の
年
金
を
受
け
取

れ
、
う
ま
く
い
か
な
け
れ
ば
少
な
い
年
金
し

か
受
け
取
れ
ま
せ
ん
。

投
資
信
託
と
の
比
較

投
資
型
年
金
保
険
は
投
資
信
託
で
運
用

さ
れ
る
の
で
、
投
資
信
託
そ
の
も
の
で
直
接

運
用
し
た
場
合
と
よ
く
比
較
さ
れ
ま
す
。
ま

ず
、
投
資
型
年
金
保
険
の
メ
リ
ッ
ト
は
次
の

通
り
で
す
。

①
投
資
型
年
金
で
は
運
用
期
間
中
に
被
保

険
者
が
死
亡
し
た
場
合
、
そ
の
時
点
で
の

運
用
実
績
が
悪
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ

ま
で
に
払
い
込
ん
だ
保
険
料
以
上
の
死
亡

給
付
金
が
支
払
わ
れ
る
の
が
一
般
的
で
す
。

投
資
信
託
に
、
こ
う
し
た
最
低
保
証
は
あ

り
ま
せ
ん
。

②
投
資
型
年
金
は
生
命
保
険
な
の
で
保
険
の

税
制
が
適
用
さ
れ
ま
す
。
こ
の
た
め
投
資

型
年
金
の
運
用
期
間
中
の
収
益
は
課
税
対

象
に
な
ら
ず
、
支
払
い
時
ま
で
課
税
が
繰

り
延
べ
ら
れ
ま
す
。
投
資
信
託
で
は
、
毎

年
の
収
益
分
配
金
は
そ
の
つ
ど
課
税
対
象

に
な
り
ま
す
。
ま
た
投
資
型
年
金
の
運
用

期
間
中
の
死
亡
給
付
金
は
、
契
約
者
と
被

保
険
者
が
同
一
人
で
、
受
取
人
が
相
続
人

の
場
合
、「
五
〇
〇
万
円
×
法
定
相
続
人

数
」
の
金
額
を
非
課
税
で
相
続
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
投
資
信
託
に
、
こ
う
し

た
非
課
税
枠
は
あ
り
ま
せ
ん
。

③
投
資
型
年
金
で
は
他
の
特
別
勘
定
に
乗
り

換
え
る
と
き
、
年
間
所
定
の
回
数
ま
で
は

手
数
料
が
か
か
り
ま
せ
ん
。
投
資
信
託
で

は
乗
り
換
え
る
と
、
収
益
部
分
が
課
税
対

象
に
な
る
と
と
も
に
、
申
込
手
数
料
が
か



21 Vol .92

か
り
ま
す
。

一
方
、
投
資
型
年
金
保
険
の
デ
メ
リ
ッ
ト

は
次
の
通
り
で
す
。

①
運
用
に
関
す
る
手
数
料
が
か
か
る
点
は
投

資
信
託
と
共
通
で
す
が
、
投
資
型
年
金
で

は
死
亡
保
障
等
の
た
め
の
保
険
関
係
費
用

も
か
か
り
ま
す
。
こ
の
た
め
投
資
型
年
金

の
ほ
う
が
投
資
家
が
負
担
す
る
コ
ス
ト
が

重
く
、
そ
の
分
、
運
用
収
益
を
圧
迫
し
ま

す
。

②
投
資
型
年
金
を
契
約
後
、
七
〜
一
〇
年

間
と
い
っ
た
所
定
の
期
間
で
解
約
す
る
と
、

期
間
に
応
じ
て
最
高
七
〜
八
％
と
い
っ
た

解
約
控
除
が
差
し
引
か
れ
ま
す
（
初
期
費

用
が
引
か
れ
る
タ
イ
プ
を
除
く
）。
投
資

信
託
で
も
解
約
時
に
信
託
財
産
留
保
額
と

い
う
コ
ス
ト
が
か
か
る
タ
イ
プ
も
あ
り
ま
す

が
、
せ
い
ぜ
い
〇
・
五
％
程
度
で
す
。
投

資
型
年
金
を
短
期
で
解
約
し
た
場
合
の
ペ

ナ
ル
テ
ィ
は
非
常
に
重
い
の
で
、
短
期
の

運
用
に
は
向
き
ま
せ
ん
。

③
投
資
型
年
金
は
保
険
会
社
が
破
綻
す
る

と
、
責
任
準
備
金
（
保
険
会
社
が
将
来
の

支
払
い
に
備
え
て
積
み
立
て
て
い
る
お
金
）

の
九
〇
％
ま
で
し
か
補
償
さ
れ
ま
せ
ん
。

投
資
信
託
は
運
用
会
社
等
が
破
綻
し
て
も

投
資
家
は
損
害
を
被
り
ま
せ
ん
。
し
た
が

っ
て
投
資
型
年
金
で
は
、
契
約
先
の
保
険

会
社
の
安
全
性
の
見
極
め
も
大
事
で
す
。

こ
こ
ま
で
を
ま
と
め
る
と
、
投
資
型
年
金

は
死
亡
保
障
と
い
う
最
低
保
証
を
確
保
し
な

が
ら
、
税
制
面
の
メ
リ
ッ
ト
を
重
視
し
て
長

期
運
用
し
た
い
と
い
う
ニ
ー
ズ
に
向
い
て
い
る

商
品
だ
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
た
だ
し
投
資

型
年
金
は
投
資
家
の
コ
ス
ト
負
担
が
重
い
た

め
、
お
金
を
殖
や
す
と
い
う
純
粋
な
運
用
目

的
に
は
向
い
て
い
な
い
点
が
あ
り
ま
す
。

売
れ
筋
に
注
意

投
資
型
年
金
の
近
年
の
売
れ
筋
は
、
運
用

期
間
終
了
時
の
年
金
原
資
、
あ
る
い
は
年
金

受
取
総
額
を
保
証
す
る
タ
イ
プ
で
す
。
特
別

勘
定
に
よ
る
運
用
実
績
が
悪
く
て
も
、
払
い

込
ん
だ
保
険
料
の
一
〇
〇
％
や
一
一
〇
％
と

い
っ
た
金
額
が
保
証
さ
れ
ま
す
。

い
っ
け
ん
魅
力
的
で
す
が
、
投
資
で
き
る

特
別
勘
定
は
株
式
の
組
み
入
れ
比
率
を
抑
え

た
安
定
運
用
タ
イ
プ
と
な
り
、
投
資
家
に
選

択
の
余
地
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、

投
資
型
年
金
は
も
と
も
と
コ
ス
ト
の
高
い
商

品
で
す
が
、
最
低
保
証
の
た
め
の
コ
ス
ト
が

さ
ら
に
上
乗
せ
さ
れ
ま
す
。
こ
の
た
め
保
証

タ
イ
プ
は
運
用
が
う
ま
く
い
っ
て
も
大
き
な

収
益
は
期
待
で
き
な
い
商
品
で
す
。

図表５　外貨建て年金保険の積立利率と実質利回りの例
アリコジャパンで2008年12月16日～12月31日までに契約が成立した場合
の適用利率

据置（運用）期間

３年 ５年 ７年 10年

米ドル建て
積立利率 2.16％ 2.58％ 2.78％ 2.90％

実質利回り 1.12％ 1.63％ 1.87％ 2.04％

ユーロ建て
積立利率 2.18％ 2.72％ 3.00％ 3.39％

実質利回り 1.14％ 1.77％ 2.09％ 2.53％

豪ドル建て
積立利率 3.24％ 3.66％ 3.76％ 4.06％

実質利回り 2.19％ 2.70％ 2.84％ 3.19％

図表６　投資型年金保険と投資信託のコスト比較

投資型年金保険 投資信託

契約時
無しとする商品と、初期費用
（４～５％程度）を控除する
商品がある。

申込（買付）手数料が０
～３％程度かかる。

運用期間中
保険関係費用、運用関係費
用などがかかる（合わせて年
１～3.5％程度）。

信託報酬がかかる（年0.3
～２％程度）。

解約時

契約後、所定の期間で解約す
ると、期間に応じて最高７～
８％といった解約控除が差し
引かれる。ただし初期費用が
控除される商品では解約控除
はない。

信託財産留保額（0.1～
0.5％程度）が差し引かれ
る商品もある。


